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本日２月２７日、大阪高裁第３刑事部（石川恭司裁判長）は、故阪原弘さんの遺族が

「父は無実です。父の無念を晴らしたい」と裁判のやり直し（再審請求）を申し立て、

2018 年 7 月 11 日に大津地方裁判所において出された、再審開始決定を維持し、検察官

の即時抗告棄却を決定しました。 

 日野町事件は 1984 年 12 月 28 日、滋賀県日野町で発生。酒店を営む女性が行方不明

となり、翌年１月１８日に同町内の造成地で遺体となって発見されましたが、なかなか

犯人逮捕に至りませんでした。３年後に酒店の常連客であった故阪原弘さんが、厳しい

取り調べによって自白させられ、「飲み代欲しさ」に犯行に及んだとして逮捕、起訴さ

れました。公判開始後、阪原さんは一貫して無実を訴え続け、地元を中心に無実を信じ

る人たちで支援運動が広がりましたが、2000 年 9 月無期懲役が確定。裁判のやり直し

を求め再審請求を申し立てました。ところが広島刑務所に収監中、阪原弘さんは持病の

間質性肺炎が悪化、刑の執行停止によって釈放され、広島市内の病院で治療中の 2011

年 3 月、再審請求審の途上で無念の死を迎えることとなりました。 

 翌 2012 年 3 月、残された遺族によって第二次再審請求が申し立てられ、改めて第一

次請求審で開示された証拠品目録にもとづく証拠の一覧表などから、様々な証拠の開示

が進みました。結果、阪原さんの犯人性を示すとされた被害金庫の発見現場への案内は、

新たに開示された引き当て捜査に関するネガによって警察の意図的な改ざんによるも

のであること等が明らかとなり、2018 年 7 月 11 日、大津地裁は確定有罪判決の誤りを

認め、再審開始を決定しました。 

 ところが検察の即時抗告異議申し立てによって、審理の場が大阪高裁に移り、即時抗

告審が始まりましたが、弁護団が提出した新証拠によって、殺害時刻も食後 30 分以内

とされていたものに、科学的根拠がないなど、有罪の根拠とされていた阪原さんの自白

が客観的事実と矛盾し、信用できないことがいっそう明らかになりました。 

 私たちは、検察が本決定を真摯に受け止め、特別抗告を断念すること、そして一日も

早く再審公判が行われ、故阪原弘さんの名誉が回復されるまで引き続き、全力を尽くす

ことを決意するものです。さらに、続く再審請求事件の救済のために、検察による証拠

の全面開示ならびに検察の異議申し立ての禁止など「再審法改正」実現に向けても努力

を重ねる決意であることを、ここに表明いたします。 


